
第4章に詳述する感染対策委員会でその原因を調査して改善策をた

てる．また，原因が明らかでないときは，すべての点にわたってさ

らに厳密な予防的操作法を実行するよう操作マニュアルを改訂する．
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図1 廃棄物の分類

図２ 医療機関の廃棄物（感染性廃棄物）の分類



第2章 標準的洗浄消毒

I はじめに

透析施設での実施すべき標準的消毒方法について，この章で記述

する．この章の内容を徹底させるためには，透析室従事者に，器具，

機材および（透析の）環境について「清潔（域）」，「不潔（域）」の

基本的概念の教育が反復して行われる必要があることはいうまでも

ない．なお，特殊な感染患者治療時の消毒方法については，「第4

章 感染患者への対策マニュアル」で詳述する．

II 透析従事者の手指

手洗いの励行は感染経路を遮断する最も有効で簡単な方法である．

透析室内に自動水栓付き（足踏み式，肘式でも可）手洗い場を充分

な数設置し，一処置一手洗いを原則に液体石鹸と流水により手洗い

を行う．処置の内容によって，日常的手洗い，衛生的手洗いがある．

手洗いの方法（図参照）
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